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延長 約０．４㎞ 

事業概要  

・等々力大橋（仮称）整備事業は、東京都側の目黒通りと神奈川県側の川崎市都市計画道路３・３・１０号
線宮内新横浜線をつなぎ、多摩川を渡河する都県橋の整備事業である。 
・本事業により、都市間の連携を強化し、広域物流ネットワークが形成されることはもとより、交通の円滑
化や緊急輸送道路としての防災性が向上する。 
・なお、整備にあたっては、都が整備主体、川崎市が管理主体となり、それら費用は双方が負担する協定を
締結している。 

Ｈ２７年度事業化 
Ｓ６２年度都市計画決定(都) 
Ｈ２２年度都市計画決定(市) 

Ｈ２９年度用地着手 Ｈ２９年度工事着手 

全体事業費 １３９億円 事業進捗率 約１３％ 供用済延長 ― km

計画交通量  ３６,４００台／日 

費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ   総費用  (残事業)/（全体事業） 総便益  (残事業)/（全体事業） 基準年  

(事業全体)２．４ 

(残事業)２．８ 

     １０７/１２８億円

  事  業  費：104/125 億円 

  維持管理費：3.0/3.0 億円 

     ３０５/３０５億円
  走行時間短縮便益：270/270 億円 
  走行経費減少便益： 34/34 億円 
  交通事故減少便益：1.0/1.0 億円 

令和２年 

感度分析の結果  

(事業全体)交通量 ：B/C＝2.1～2.6(交通量 ±10％)（残事業）交通量 ：B/C＝2.5～3.1 (交通量 ±10％)

事業費 ：B/C＝2.2～2.6(事業費 ±10％)     事業費 ：B/C＝2.6～3.2 (事業費 ±10％)

事業期間：B/C＝2.4～2.5(事業期間±10％)     事業期間：B/C＝2.7～3.0 (事業期間±10％)

事業の効果等  

・交通渋滞の解消、物資流動円滑化、交通不便地域の解消、迂回交通の減少が期待される。 
・緊急車両の走行、災害時の避難路の確保が期待される。 
・公共施設へのアクセス向上が期待される。 
・交通事故の減少、バリアフリー化、自転車や歩行者のための走行空間の確保が期待される。      

関係する地方公共団体等の意見  

  特になし 

事業評価監視委員会の意見  

  事業継続を妥当と認める 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

  特になし 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

  用地取得率：１００％ 事業進捗率：約１３％ 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

令和７年度の事業完了に向け、下部工事に着手するなど、順次事業を推進していく。 

施設の構造や工法の変更等  

  建設発生土の事業間流用や再生材の使用など現場の工夫や新技術の活用等により、コスト縮減に努めてい
く。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  
 事業の必要性、重要性は変化なく、費用対効果の投資効果も確保されているため。 



      

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

事業概要図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


